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公益社団法人大阪聴力障害者協会 

 選挙関ࡿࡍ規則 

 
 第㸯章 総則 
 第㸯条㸦目的㸧 
 第㸰章 選挙管理委員会 
 第㸯節 選挙管理委員会 
 第㸰条㸦選挙管理委員ࠊ委員会ࠊ委員長㸧 
 第㸰節 告示 
 第㸱条㸦告示㸧 
 第㸱節 立候補 
 第㸲条㸦立候補ࡢ届出㸧 
 第㸳条㸦立候補ࡾྲྀࡢやࡵ㸧 
 第㸲節 選挙運動ࡢ禁Ṇ 
 第㸴条㸦選挙運動ࡢ禁Ṇ㸧 
 第㸳節 選挙種類ࠊ投票権ࡼ࠾び委任ࠊ選挙㡰位 
 第㸵条㸦選挙ࡢ種類㸧 
 第㸶条㸦投票権ࡼ࠾び委任㸧 
 第㸷条㸦選挙ࡢ㡰位㸧 
 第㸴節 開票・公表及び当選者ࡢ登録 
 第 10 条 。開票・公表及び登録・保管 ) 
 第㸱章 ṇ会員 
 第 11 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第㸲章 代議員 
 第 1「 条㸦定数㸧 
 第㸯節 市町村代議員 
 第 1」 条㸦市町村代議員㸧 
 第㸰節 ブロック代議員 
 第 14 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 15 条㸦定数㸧 
 第 16 条㸦推薦代議員㸧 
 第㸱節 ブロック執行代議員 
 第 17 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 18 条㸦定数㸧 
 第 19 条㸦選出㸧 
 第㸲節 社員 
 第 「0 条㸦社員㸧 
 第㸳章 大阪府各ブロック代表 
 第 「1 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 「「 条㸦定数㸧 
 第 「」 条㸦選出㸧 
 第㸴章 役員 
 第 「4 条㸦役員ࡢ定義㸧 
 第㸯節     役員選出 
 第 「5 条㸦役員選出ࡢ方法㸧 
 第 「6 条㸦信任投票㸧 
 第 「7 条㸦ḟⅬ者ࡢ決定㸧 
 第 「8 条㸦補Ḟ選挙) 
 第㸰節 理 事 
 第 「9 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 」0 条㸦定数㸧 
 第 」1 条㸦選出㸧 
 第 」「 条㸦推薦理事㸧 
 第 」」 条㸦理事ࡢ選任㸧 
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 第㸱節 監 事 
 第 」4 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 」5 条㸦定数㸧 
 第 」6 条㸦選出㸧 
 第㸲節  協会会長 
 第 」7 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 」8 条㸦定数㸧 
 第 」9 条㸦選出㸧 
 第㸳節  協会副会長 
 第 40 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 41 条㸦定数㸧 
 第 4「 条㸦選出㸧 
 第㸴節 大阪市ブロック副会長 
 第 4」 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 44 条㸦定数㸧 
 第 45 条㸦選出㸧 
 第㸵節 常任理事 
 第 46 条㸦選挙権及び被選挙権㸧 
 第 47 条㸦定数㸧 
 第 48 条㸦選出㸧 
 第 49 条㸦選出数㸧 
 第 50 条㸦推薦常任理事㸧 
 第㸵章 ୖ部団体等派遣ࡿࡍ役員ࡢ選出 
 第 51 条㸦ୖ部団体・外部関連団体等ࡢ役員㸧 
 第 5「 条㸦細則ࡢ決定㸧 
 第 5」 条㸦改ṇ㸧 
  
 第㸯章 総則 
  
㸦目的㸧  
第㸯条 ࡢࡇ規則ࠊࡣ公益社団法人大阪聴力障害者協会㸦以ୗࠕ協会ࠖࡿࡍ㸧定款第㸴条及び 「」 条

ࠊࡾ滑を図ࡢ代議員及び役員選挙ࠊࡵ事㡯を定ࡿࡍ関選挙ࡢ協会ࡢࡇࠊࡁ基࡙規定ࡢ
選挙起因ࡿࡍリスクࡢ防Ṇ寄ࡇࡿࡍを目的ࠋࡿࡍ 

  
 第㸰章 選挙管理委員会 
  
 第㸯節 選挙管理委員会 
  
第㸰条 選挙管理委員ࠊࡣ協会組織規則第㸳条定ࡿࡵ㸳ブロックࡢṇ会員࡛代議員及び監事立候

補ࡿࡍ者以外ࡢ者ࡢ中ࡽ各ブロック࠾い࡚㸰ྡを選任ࠊࡋ選挙管理委員会を設ࠋࡿࡅ 
 㸰 選挙管理委員会ࠊࡣ協会ࡢ代議員ࠊ監事選挙ࡢ投票日ࡢ㸰ケ᭶前࡛ࡲ設置ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

 ࠋい࡞
㸱 選挙管理委員会ࡣ互選ࡾࡼ選挙管理委員長を選出ࠋࡿࡍ 
㸲 選挙管理委員及び選挙管理委員長ࡢ任期ࡣ協会役員ࡢ任期準ࠋࡿࡎ 

  
 第㸰節 告示 
  
㸦告示㸧  
第㸱条 選挙管理委員長ࠊࡣ代議員ࠊ監事選挙ࡘい࡚ࡢࡑࠊࡣ実施 50 日前ࡢࡑࠊ࡛ࡲ他ࡢ選挙

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ実施を告示ࡢ選挙者ࡿࡍ被選挙権を᭷ࠊ選挙権ࠊ適宜ࡣい࡚ࡘ
  㸰 選挙ࡢ告示ࠊ立候補者ཷࡢ付ࠊ選挙ࡢ管理ࠊ開票ࠊ決定ࠊ登録等ࡢ選挙関ࡿࡍ事務ࠊࡣ選

挙管理委員会ࢀࡇࡀを行いࠊ協会事務局ࢀࡇࡀを補బࠋࡿࡍ 
  
 第㸱節 立候補 
  

㸦立候補ࡢ届出㸧  
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第㸲条 代議員ࡣࡓࡲ監事立候補ࡼࡋうࡿࡍ者ࠊࡣ当該選挙日ࡢ 」0 日前࡛ࡲ所定ࡢ用紙必
要事㡯を記載࡚ࡋ選挙管理委員長届ࡅ出࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

㸰 但ࠊࡋ選挙管理委員長ࡣ当該選挙日ࡽ㸵日以ୖ前ࡢ一定ࡢ届ࡅ出日を指定ࡿࡍ事ࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡿ

㸦立候補ࡾྲྀࡢやࡵ㸧  
第㸳条 代議員ࡣࡓࡲ監事ࡵࡓࡿ࡞立候補ࡢ届ࡅ出をࡓࡋ者ࠊࡣ投票開始前ࠊいࢀࡇࡶ࡛ࡘをྲྀ

うࡼࡆୗࡾ及びྲྀࠊ旨ࡢࡑ用紙ࡢ所定ࠊࡣ者ࡿࡍうࡼࡆୗࡾྲྀࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡆୗࡾ
 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞出ࡅ届選挙管理委員長ࠊ࡚ࡋ理由等必要事㡯を記載ࡿࡍ

  
 第㸲節 選挙運動ࡢ禁Ṇ 

㸦選挙運動ࡢ禁Ṇ㸧  
第㸴条 選挙運動ࢀࡇࠊࡣを行࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗいࠋ但ࠊࡋ選挙管理委員長࡚ࡗࡼ措定さࡓࢀ行Ⅽࡇࡣ

 ࠋࡿࡵを認ࢀ
  
 第㸳節 選挙種類ࠊ投票権ࡼ࠾び委任ࠊ選挙㡰位 
  
㸦選挙ࡢ種類㸧  
第㸵条 選挙ࠊࡣୗ記通ࡾ分割࡛ࡇࡇࠋࡿࡍいうブロックࡣ組織規則第㸳条ࠋࡿࡼ 
 ձ 第㸷条ࡢ㸦㸯㸧を市区町村ࡿࡅ࠾選挙ࠋࡿࡍ 
 ղ 第㸷条ࡢ㸦㸰㸧ࡽ㸦㸲㸧を大阪府各ブロックࡿࡅ࠾選挙ࠋࡿࡍ 
 ճ 第㸷条ࡢ㸦㸳㸧ࡽ㸦㸴㸧を総会ࡿࡅ࠾選挙ࠋࡿࡍ 
 մ 第㸷条ࡢ㸦㸵㸧ࡽ㸦10㸧を理事会ࡿࡅ࠾選挙ࠋࡿࡍ 
㸦投票権ࡼ࠾び委任㸧  
第㸶条 選挙ࡢ投票権ࠊࡣ当該選挙を行࡞う場࠾い࡚出席ࡓࡋ者ࡀ行使ࠋࡿࡍ 

㸰 当該選挙を行࡞う場࠾い࡚Ḟ席ࡓࡋ者ࠊࡣ自ࡢࡽ投票権を他ࡢ出席ࡓࡋ者委任ࡇࡿࡍ
  ࠋい࡞ࡁ࡛ࡣ

㸦選挙ࡢ㡰位㸧  
第㸷条 選挙ࡢ㡰位ࠊࡣୗ記ࡢ㡰位ࠋࡿࡍ 
 㸦㸯㸧第㸯㡰位 各市区町村代議員選挙 
 各市区町村ṇ会員ࡽ選出ࠋࡿࡍ 
 㸦㸰㸧第㸰㡰位 各ブロック代議員選挙 
 ṇ会員ࡽ選出ࠋࡿࡍ 
 㸦㸱㸧第㸱㡰位 各ブロック執行代議員選挙 
 各ブロック代議員ࡽ選出ࠋࡿࡍ 
 㸦㸲㸧第㸲㡰位 大阪府各ブロック代表選挙 
 各ブロック執行代議員ࡽ選出ࠋࡿࡍ 
 㸦㸳㸧第㸳㡰位 理事候補選挙 
 大阪府ブロックࠊ大阪市ブロックࡢ各執行代議員ࡽブロックู選出ࠋࡿࡍ 
 㸦㸴㸧第㸴㡰位 監事選挙 
 ṇ会員ࡽ選出ࠋࡿࡍ 
 㸦㸵㸧第㸵㡰位 会長選挙 
 理事ࡽ選出ࠋࡿࡍ 
 㸦㸶㸧第㸶㡰位 副会長選挙 
 大阪府ブロックࠊ大阪市ブロックࡢ各理事ࡽブロック 

 ࠋࡿࡍ選出ู
 㸦㸷㸧第㸷㡰位 大阪市ブロック副代表選挙 
 大阪市ブロック理事ࡽ選出ࠋࡿࡍ 
 㸦10㸧第 10 㡰位 常任理事選挙 
 理事ࡽ選出 

㸰 ࡢࡇ規則ࡢ第㸴章役員ࡢ第㸰節ࡽ第㸵節ࠊࡣ選挙㡰位ࡢ表記ࠋࡿࡍ 
  
 第㸴節 開票・公表及び当選者ࡢ登録 
  
。開票・公表及び登録・保管 )  
第 10 条 選挙管理委員長ࠊࡣ選挙終了後即ᗙ投票ࡢ開票を行いࠊ遅滞࡞く結果を公表ࠊࡋ氏ྡࠊఫ

所等一定ࡢ事㡯を一定ࡢ方法࡛登録ࠊ保管࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋいࠋ 
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㸰 ࠊࡋࡔࡓ選挙管理委員長ࡣブロック選挙ࡢ当選者ࡘいุ࡚定ୖ疑義ࡀあࢀࡇࠊࡣࡁࡿを
総会報告ࠊࡋ総会出席者ࡢ過半数ྠࡢ意を得࡚ࠊ第 「「 条準ࡓࡌ信任投票を行うࡀࡇ
代ࡢブロックࡓࢀ行わࡢ及び当該選挙ࠊ当選者ࡿあࡢ当該疑義ࠊい࡚࠾場合ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛
表者弁明並び意見を述べさ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏいࠋ 

㸱 開票ࠊࡣ選挙管理委員ࡢほࠊ立候補ࡓࡗ࡞ࡋ者㸰ྡ以ୖを立ࡕ会わ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏ
いࠋ 

  
 第㸱章 ṇ会員 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 11 条 ṇ会員ࡣ定款第㸴条ࡢ定ࠊࡾࡼࡵ組織規則第㸳条規定ࡿࡍ大阪市ブロック所属全区ࡼ࠾

び大阪府各ブロック所属市町村࠾い࡚選出さࡿࢀ第 1」 条代議員ࡢ選挙権及び被選挙権を
᭷ࠋࡿࡍ 

㸰 ṇ会員ࠊࡣ組織規則第㸳条࡛所属ࡿࡍブロック࠾い࡚選出さࡿࢀ第㸯㸱条代議員ࡢ選挙権
及び被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸱 ṇ会員ࠊࡣ組織規則第㸳条㸰㡯࡛所属ࡿࡍブロック࠾い࡚選出さࡿࢀ第㸰㸱条大阪府ෆ各
ブロック長ࡢ選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸲 ṇ会員ࠊࡣ総会࠾い࡚選出さࡿࢀ第㸱㸴条監事ࡢ被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 
  
 第㸲章 代議員 
  
㸦定数㸧  
第 1「 条 代議員ࡢ定数ࠊࡣ定款第㸴条ࡢ定ࡾࡼࡵ地域代議員執行代議員ࡢ合計࡛ 「50～」00 ྡ

 ࠋࡿࡍ
  㸰 代議員定数 「50～」00 ࡣ合計数ࡢ執行代議員ࠊࡕうࡢྡ 1」0  ࠋࡿࡍ࡛ࡲྡ

  
 第㸯節 市区町村代議員 
  
㸦市区町村代議員㸧  
第 1」 条 各市区町村居ఫ࡚ࡋいࡿṇ会員ࡽ選挙ࠊ࡚ࡗࡼ代議員㸰ྡを選出ࡢࡇࠋࡿࡍ㸰ྡࡣ地

域代議員執行代議員を各㸯ྡ࠾࡞ࠋࡿࡍ執行代議員ࡣ原則࡚ࡋ各市区町村ࡢ聴力障害
者を代表ࡿࡍ団体ࡢ会長ࠋࡿࡍ 

  
 第㸰節 ブロック代議員 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 14 条 第 11 条ࡢṇ会員ࡀ代議員ࡢ選挙権及び被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ但ࡋ第 1」 条規定ࡿࡍ市区町村

代議員ࡀ選出さ࡚ࢀいࡿ場合ࡢࡇࠊ代議員ࡣ選挙権ࡳࡢ᭷ࠋࡿࡍ 
㸦定数㸧  
第 15 条 ブロック࡛選出ࡿࡍ代議員ࡢ定数ࠊࡣ総代議員数ࡽ第 1」 条地域代議員ࠊ第 1」 条執行代議

員ࠊ第 16 条推薦代議員及び第 」「 条推薦理事ࡢ合計数を引いࡓ残ࡢࡾ数ࠋࡿࡍ 
㸰 各ブロック࠾い࡚選出ࡿࡍ代議員ࡢ定数ࡣ前事業ᖺᗘᮎ日ࡢ会員数応࡚ࡌḟࡇࠋࡿࡼ

 ࠋ行うࡀ選挙管理委員長ࡣ調整ࡢ端数ࡢ小数Ⅼ以ୗࠊ場合ࡢ
 㸦総代議員数 

   㸫第 1」 条地域代議員 
㸫第 1」 条執行代議員 
㸫第 16 条推薦代議員 
㸫第 」「 条推薦理事㸧 

 
 
×当該ブロック所属ṇ会員数 

協会ṇ会員数 
 

但ࠊࡋ当該選挙終了後ḟ回改選時ࡢ࡛ࡲ期間生ࡿࡎ会員数ࡢ増減ࡿࡼ代議員数ࡢ増減ࡣ
行わ࡞いࠋ 

㸱 立候補者数ࡀ定数を満ࡓさ࡞いࠊࡣࡁ立候補ࡓࡋ者を対象第 「「 条準ࡓࡌ信任投票を
行うࠋ 

㸲 ࡢࡑブロック࡛ࠊ信任投票࠾い࡚○印投票数ࡀ投票総数ࡢ過半数達࡞ࡋい場合ࠊࡣḟᖺ
ᗘ代議員補Ḟ選挙を行うࠋ 
 



公社大聴協選挙関ࡿࡍ規則 

 - 」」 - 

㸦推薦代議員㸧  
第 16 条 推薦࡚ࡗࡼ代議員ࡿ࡞者ࡣ協会ࡢ組織ୖࡢḟࡢ役職者࡛あࠋࡿ 

㸦㸯㸧大阪府ブロック及び大阪市ブロック高齢部長 各㸯ྡ 
㸦㸰㸧大阪府ブロック及び大阪市ブロック女性部長 各㸯ྡ 
㸦㸱㸧大阪府ブロック及び大阪市ブロック青ᖺ部長 各㸯ྡ 

㸰 㸯㡯ࡿࡼ推薦代議員ࡣ執行代議員ࠊࡾ࡞但ࠊࡋ第㸴章࡛定ࡿࡵ役員ࡢ選挙ࡣ選挙権ࡳࡢ
᭷ࠋࡿࡍ 

  
 第㸱節 ブロック執行代議員 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 17 条 ブロック࡛選出さࡓࢀ代議員ࠊࡣ執行代議員ࡢ選挙権及び被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 
㸦定数㸧  
第 18 条 ブロック࡛選出ࡿࡍ執行代議員ࡢ定数ࠊࡣ総執行代議員数 1」0 第ࡽྡ 1」 条執行代議員ࠊ

第 16 条推薦代議員第 」「 条推薦理事を引いࡓ残ࡢࡾ数ࠋࡿࡍ 
㸰 各ブロック࠾い࡚選出ࡿࡍ執行代議員ࡢ定数ࡣ前事業ᖺᗘᮎ日ࡢ会員数応࡚ࡌḟࡼ

 ࠋ行うࡀ選挙管理委員長ࡣ調整ࡢ端数ࡢ小数Ⅼ以ୗࠊ場合ࡢࡇࠋࡿ
  

㸦総執行代議員数 
㸫第 1」 条執行代議員 
㸫第 16条推薦代議員 
㸫第 」「 条推薦理事㸧 

 
 
×当該ブロック所属ṇ会員数 

協会ṇ会員数 
 

㸦選出㸧  
第 19 条 ブロック代議員ࡀ選出さࡢࡇࠊࡽࡓࢀ中ࡽブロックࡢ執行代議員を選出ࠋࡿࡍ 

㸰 立候補者数ࡀ定数を満ࡓさ࡞いࠊࡣࡁ立候補ࡓࡋ者を対象第 「「 条準ࡓࡌ信任投票を
行うࠋ 

㸱 第㸯㡯࡛選出さࡓࢀ執行代議員を除く代議員ࠊࡣ地域代議員ࠋࡿ࡞ 
  
 第㸲節 社員 
  
㸦社員㸧  
第 「0 条 ᮏ規則第 1「 条ࠊ第 14 条ࠊ第 15 条࡛選出さࡓࢀ代議員ࡣ定款第㸴条㸯㡯࡛定ࡿࡵ法人法ୖ

 ࠋࡿ࡞社員ࡢ
  
 第㸳章 大阪府各ブロック代表 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 「1 条 ṇ会員ࠊࡣ各ブロック代表ࡢ選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸰 大阪府各ブロック࡛選出さࡓࢀ各ブロック執行代議員及び第1」条ࡢ市区町村執行代議員ࠊࡣ
各ブロック代表ࡢ選挙権及び被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸦定数㸧  
第 「「 条 大阪府各ブロック代表ࡢ定数ࡣ㸲ྡࠋࡿࡍ 

ෆ訳ࠊࡣ摂㸯ྡࠊ京阪㸯ྡࠊ河ෆ㸯ྡࠊ泉州㸯ྡࠋࡿࡍ 
㸦選出㸧  
第 「」 条 各ブロック代表ࡢ立候補者ࡀ 第ࡣࡁࡢ1ྡ 「6 条ࡢ信任投票ࠋࡿࡼ 

㸰 各ブロック代表ࡢ立候補者࡞ࡀいࡣࡁ推薦ࠋࡿࡼ 
ࡀ推薦候補者数ࠊい࡚࠾場合ࡢࡇ 1 第ࡣࡁࡢྡ 「6 条ࡢ信任投票ࡓࡲࠊࡾࡼ㸰ྡ以ୖ
 ࠋࡿࡍ選出࡚ࡗࡼ選挙ࡣࡁࡢ

㸱 選出さࡓࢀ各ブロック代表ࠊࡣ第 50 条ࡢ推薦常任理事候補ࠋࡿ࡞ 
  
 第㸴章 役員 
  
㸦役員ࡢ定義㸧  
第 「4 条 ᮏ規則࠾い࡚ࠊ役員ࡣ会長ࠊ副会長ࠊ常任理事ࠊ理事ࠊ監事をいうࠋ 

 ࠋࡿ法人法࡛いう役員࡛あࡣいう役員࡛ࡇࡇࠊ࠾࡞
㸰 会長ࡣ定款 「」 条第㸱㡯࡛いう代表理事࡛あࠋࡿ 
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㸱 副会長ࠊ常任理事ࡣ定款 「」 条第㸱㡯࡛いう業務執行理事࡛あࠋࡿ 
  
 第㸯節  役員選出 
  
㸦役員選出ࡢ方法㸧  
第 「5 条 役員ࡢ選出ูࡣ段ࡢ定ࡀࡵあࡢࡶࡿを除ࠊࡁ役員選挙ࢀࡇࡾࡼを行うࠋ 

㸰 選出ࡣ立候補方式互選࡛ࡽࡕࡢ行࡞うࠋ 
㸱 役員選挙ࡣ投票ࢀࡇ࡚ࡗࡼを行いࠊ᭷効得票数ࡀ多い者ࡀ当選者ࠋࡿ࡞ 
㸲 投票ูࠊࡣ段ࡢ定ࡀࡵあࡿ場合を除い࡚ࠊ無記ྡࠊ定数以ୗࡢ完全連記ࡢ方法ࢀࡇࡾࡼ

を行うࠋ 
㸳 立候補者数ࡀ定数を満ࡓさ࡞いࠊࡣࡁ立候補ࡓࡋ者を対象第 「「 条ࡢ信任投票を行うࠋ 
㸴 最ୗ位当選者ࡀ㸰ྡ以ୖあࡿ場合ࠊࡣ抽選࡚ࡗࡼ㡰位を決ࠋࡿࡍ 

㸦信任投票㸧  
第 「6 条 信任投票ࡢ方法ࡣ信任対࡚ࡋ○印を記入ࡿࡍ方法ࢀࡇࡾࡼを行うࠋ 

㸰 投票用紙信任・信任ࡢ両方○印を付࡚ࡋあࠊࡢࡶࡿ○印以外ࡢ文字・記号を付࡚ࡋあ
 ࠋࡍ࡞ࡳを無効票ࢀࡇࡣࡢࡶࡿ白紙࡛あࡣくࡋⱝࠊࡢࡶࡿ

㸱 長を選ぶ場合ࡢ信任投票࠾い࡚○印投票数ࡀ投票総数ࡢ過半数達࡞ࡋい場合ࠊࡣ再ᗘ信
任投票を行うࠋ 

㸲 信任投票ࠊࡣ投票総数ࡀ選挙権を᭷ࡿࡍ出席者数ࡢ㸲分ࡢ㸯達࡞ࡋい場合ࠊࡣ再ᗘࢀࡇを
行わ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 

㸦ḟⅬ者ࡢ決定㸧  
第 「7 条  理事候補ࡢ選挙࠾い࡚ࡣḟⅬ者 ḟ々Ⅼ者ࠊ1ྡ 1ྡを決定ࠋࡿࡍ 

   㸰 ḟⅬ者ࡀ 「ྡ以ୖあࠊࡣࡁࡿ抽選ࠊࡾࡼḟⅬ者㸯ྡࠊḟ々Ⅼ者㸯ྡを決定ࠋࡿࡍ 
㸱 ḟⅬ者ࡀ㸯ྡࠊḟ々Ⅼ者ࡀ㸰ྡ以ୖあࠊࡣࡁࡿḟ々Ⅼ者ࡳࡢ抽選࡛ḟ々Ⅼ者 1ྡを決定ࡍ

 ࠋࡿ
㸲 常任理事ࡢ選挙࠾い࡚ࡣḟⅬ者 1ྡを決定ࠋࡿࡍ 

ḟⅬ者ࡀ 「ྡ以ୖあࡣࡁࡿ抽選ࡾࡼḟⅬ者 1ྡを決定ࠋࡿࡍ 
㸳 繰ࡆୖࡾ当選ࡢ᭷効期間ࡣ選挙ࡢ行わࡓࢀ事業ᖺᗘࡢḟᖺᗘࡢ㸱᭶ᮎ日ࠋࡿࡍ࡛ࡲ 
㸴 当選者ࡀ死亡ࡢࡑࠊ他ࡢ事故ࡾࡼ役職を辞任ࡿࡍ場合࡛ᮏ条ࡓࡀࡾࡼいࠊࡣࡁᮏ規則

 ࠋい࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞補Ḟ選挙を行わ࡚ࡌ準ࡵ定ࡢ
㸦補Ḟ選挙㸧  
第 「8 条 補Ḟࡣࡓࡲ増員ࡢࡵࡓࡢ役員選挙ูࠊࡣ定ࡿࡵ規定㸦第 「7 条㸧ࡾࡼ当選人を決定࡛ࡁ

ࠊࡋ但ࠋを行うࢀࡇい࡚࠾び総会ࡼ࠾理事会ࡢ最初ࡢ後ࡓࡌ生ࡢ原因ࡢࡑࠊ場合を除い࡚ࡿ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇを行うࢀࡇࠊࡋ告示࡚ࡵ期日を定ู

  
 第㸰節 理事 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 「9 条 大阪府ブロック及び大阪市ブロック࡛選出さࡓࢀ執行代議員ࠊࡣブロックูࡢ理事候補ࡢ選

挙権及び被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 
㸦定数㸧  
第 」0 条 理事ࡢ定数ࡣ常任理事を含࡚ࡵ㸳㸮ྡࠋࡿࡍ 

㸰 大阪府ブロック及び大阪市ブロックࡢ理事ࡢ定数ࡣ前事業ᖺᗘᮎ日ࡢ会員数応࡚ࡌḟࡢ
通ࠋࡿࡍࡾ 

  
㸦50 ྡ 
㸫第 」「 条推薦理事 
㸫第 50 条推薦常任理事㸧 

 

 
 
 
×

 
 
大阪府ブロック・大阪市ブロック 
    ู所属ṇ会員数     

協会ṇ会員数 
 

㸦選出㸧  
第 」1 条 理事候補ࡢ選出ࠊࡣ大阪府ブロック及び大阪市ブロック࠾ࢀࡒࢀࡑい࡚互選࡛行うࠋ 
 理事候補ࠊࡣ通常総会開催前選出ࠋࡿࡍ 
㸦推薦理事㸧  
第 」「 条 推薦࡚ࡗࡼ理事候補ࡿ࡞者ࡣ協会ࡢ組織ୖࡢḟࡢ役職者࡛あࠋࡿ 

㸦㸯㸧高齢部長 㸯ྡ 
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㸦㸰㸧女性部長 㸯ྡ 
㸦㸱㸧青ᖺ部長 㸯ྡ 

㸦理事ࡢ選任㸧  
第 」」 条 第 」1 条ࠊ第 」「 条ࡢ理事及び第 50 条ࡢ推薦常任理事ࡢ選任ࠊࡣ改選ᖺᗘࡢ最初ࡢ総会࠾

い࡚ࢀࡇࠊを行うࠋ 
  
 第㸱節 監事 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 」4 条 ṇ会員ࠊࡣ監事ࡢ被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

  㸰 代議員ࠊࡣ監事ࡢ選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 
役員ࠊࡣ監事ࡢ被選挙権ࠊ選挙権を᭷࡞ࡋいࠋ 

㸦定数㸧  
第 」5 条 監事ࡢ定数ࡣ㸱ྡ以ෆࠋࡿࡍ 
㸦選出㸧  
第 」6 条 総会࠾い࡚ṇ会員ࡢ中ࡽ監事㸱ྡを選出ࠋࡿࡍ 

但ࠊࡋ協会ࡢ他ࡢ役職を᭷ࡿࡍ者を選ぶ࡞ࡁ࡛ࡣࡇいࠋ 
  
 第㸲節  会長 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 」7 条 大阪府ブロック並び大阪市ブロックࡢ理事ࠊࡣ会長ࡢ被選挙権ࠊ選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸰 但ࠊࡋ第 」「 条ࡢ推薦理事ࠊ第 50 条ࡢ推薦常任理事ࡣ被選挙権を᭷࡞ࡋいࠋ 
㸦定数㸧  
第 」8 条 会長ࡢ定数ࡣ㸯ྡࠋࡿࡍ 
㸦選出㸧  
第 」9 条 会長ࡢ選出ࡣ立候補方式࡛ࠊ大阪府ブロック並び大阪市ブロックࡢ理事ࡀ選出ࠋࡿࡍ 
  
 第㸳節  副会長 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 40 条 大阪府ブロックࡢ理事ࠊࡣ副会長㸦大阪府ブロック代表㸧ࡢ被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸰 大阪市ブロックࡢ理事ࠊࡣ副会長㸦大阪市ブロック代表㸧ࡢ被選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 
㸱 但ࠊࡋ第㸯㡯㸰㡯ࠊࡶ第 」「 条ࡢ推薦理事ࠊ第 50 条ࡢ推薦常任理事ࡣ被選挙権を᭷࡞ࡋ

いࠋ 
㸲 大阪府ブロック並び大阪市ブロック理事ࠊࡣ第㸯㡯及び第㸰㡯ࡢ選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸦定数㸧  
第 41 条 副会長ࡢ定数ࡣ㸰ྡࠋࡿࡍ 

ෆ訳ࠊࡣ大阪府ブロック㸯ྡࠊ大阪市ブロック㸯ྡࠋࡿࡍ 
㸦選出㸧  
第 4「 条 副会長ࡣ立候補方式࡛ࠊ大阪府ブロック並び大阪市ブロックࡢ理事ࡀ選出ࠋࡿࡍ 

㸰 第㸯㡯࡛選出さࡓࢀ副会長㸦大阪府ブロック㸧ࠊࡣ大阪府ブロック代表ࠋࡿ࡞ 
㸱 第㸯㡯࡛選出さࡓࢀ副会長㸦大阪市ブロック㸧ࠊࡣ大阪市ブロック代表ࠋࡿ࡞ 

  
 第㸴節 大阪市ブロック副代表 
  
㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 4」 条 大阪市ブロックࡢ理事ࠊࡣ大阪市ブロック副代表ࡢ被選挙権ࠊ選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 
㸦定数㸧  
第 44 条 大阪市ブロック副代表ࡢ定数ࡣ㸯ྡࠋࡿࡍ 
㸦選出㸧  
第 45 条 大阪市ブロック副代表ࡣ立候補方式࡛ࠊ大阪市ブロックࡢ理事ࡀ選出ࠋࡿࡍ 

㸰 第㸯㡯࡛選出さࡓࢀ大阪市ブロック副代表ࠊࡣ第 50 条ࡢ推薦常任理事ࠋࡿ࡞ 
  
 第㸵節 常任理事 
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㸦選挙権及び被選挙権㸧  
第 46 条 大阪府及び大阪市ブロックࡢ理事ࠊࡣ常任理事ࡢ被選挙権ࠊ選挙権を᭷ࠋࡿࡍ 

㸰 但ࠊࡋ第 」「 条推薦理事ࠊ第 50 条推薦常任理事ࡣ被選挙権を᭷࡞ࡋいࠋ 
㸦定数㸧  
第 47 条 常任理事ࡢ定数ࡣ 14  ࠋࡿࡍྡ
㸦選出㸧  
第 48 条 常任理事ࡣ互選࡛ࠊ大阪府並び大阪市ブロックࡢ理事ࡀ選出ࠋࡿࡍ 
㸦選出数㸧  
第 49 条 選出数ࠊࡣ定数 14 第ࡽྡ 」8 条会長ࠊ第 41 条副会長ࠊ第 50 条推薦常任理事を除いࡓ残ࡾ

 ࠋࡿࡍ㸴ྡを選出ࡢ
 定数 14 ྡ㸫会長㸯ྡ㸫副会長㸰ྡ㸫推薦常任理事㸳ྡ＝選出常任理事㸴ྡ 
㸦推薦常任理事㸧  
第 50 条 推薦࡚ࡗࡼ常任理事ࡿ࡞者ࡣḟࡢ役職者࡛あࠋࡿ 

㸯㸬大阪府各ブロック代表㸦摂ࠊ京阪ࠊ河ෆࠊ泉州 各㸯ྡ㸧 
㸰㸬大阪市ブロック副代表 㸯ྡ 

  
 第 7 章 ୖ部団体等派遣ࡿࡍ役員ࡢ選出 
  
㸦ୖ部団体・外部関連団体等ࡢ役員㸧  
第 51 条 一般財団法人全日ᮏࢁうあ連盟ࡢࡑࠊ他ୖ部団体ࠊ外部関連団体ࡢ役員ࡋࡶくࡢࡑࡣ候補者

 ࠋࡿࡍを原則ࡇࡿࡍ承認ࡣくࡋࡶい࡚選出࠾理事会ࠊࡣ選出ࡢ
㸰 第 1㡯ࡢ選挙ࡢ細目ࡣḟࡢ㡰序࡛充当ࠊࡋ細目࡞ࡢいࡘࡢࡶい࡚ࠊࡣ選挙管理委員会ࠊ協

会事務局ࡀ協議ࢀࡇ࡚ࡋを決ࠋࡿࡍ 
 㸦㸯㸧当該団体ࡢ選挙規則 
 㸦㸰㸧ᮏ選挙関ࡿࡍ規則 
㸦細則ࡢ決定㸧  
第 5「 条 ࡢࡇ規則を施行ࡢࡵࡓࡿࡍ細則ࠊࡣ理事会ࡢ議決を得࡚会長ࢀࡇࡀを定ࠋࡿࡵ 
㸦規則ࡢ改廃㸧  
第 5」 条 ࡢࡇ規則ࡢ改廃ࡣ理事会࠾い࡚総理事ࡢ㸱分ࡢ㸰以ୖྠࡢ意を࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞いࠋ 
  
附則 ࡢࡇ規則ࡣ 「000 ᖺ㸲᭶㸯日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 

昭和ࡾࡼ規則ࡢࡇ 47 ᖺ㸲᭶ 16 日制定ࠕࡢ役員選挙関ࡿࡍ規則ࠖ及びᖹ成㸳ᖺ㸯㸰᭶㸯
㸶日改訂ࠕࡢ選挙管理委員会ෆ規ࠖࡣ廃Ṇࠋࡿࡍ 

㸰 ࡢࡇ規則ࡣ 「000 ᖺ㸲᭶㸶日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 
㸱 ࡢࡇ規則ࡣ 「001 ᖺ㸲᭶ 「0 日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 
㸲 ࡢࡇ規則ࡣ 「005 ᖺ 1「 ᭶ 「4 日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 
㸳 ࡢࡇ規則ࡣ 「009 ᖺ㸱᭶ 「8 日ࡽ施行ࠋࡿࡍ 
㸴 ࡢࡇ規則ࠊࡣ公益社団法人大阪聴力障害者協会ࡢ設立ࡢ登記ࡢ日 「014 ᖺ㸦ᖹ成 「6 ᖺ㸧4 ᭶

1日ࡢᖺᗘࡽ施行ࡢࡇࠋࡿࡍ規則ࡾࡼ 「009 ᖺ㸱᭶ 「8 日制定ࠕࡢ役員選挙関ࡿࡍ規則ࠖ
 ࠋࡿࡍ廃Ṇࡣ
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「014 ᖺᗘ公益社団法人大阪聴力障害者協会 

 代議員選挙ࡘい࡚ 
 

  ࡵࡌࡣ
  
㸯㸬 当会010」ࠊࡣ ᖺᗘ通常総会࡛01」ࠕࠊ「 ᖺᗘෆ現行法人を公益社団法人移行ࠖࡿࡍ旨方針を

承認ࡓࡲࠊࡋ 「01「 ᖺᗘෆ新法人移行を想定࡚ࡋ当会ෆ各ブロック総会࡛地域代議員及び執行代
議員ࠊブロック代表を選出ࠋࡓࡋ 

㸰㸬 ࠊࡀࢁࡇ新法人移行ࡢࡵࡓࡢ手⥆ࡀࡁ予想ࡾࡼ長引ࠊࡁ大阪府公益法人等認定委員会࡛幾ᗘ
保留を経࡚ࡿ࡞ 「01」 ᖺ 1「 ᭶ 6 日移行࡛ࡀࡇࡿࡁやࡗ認ࠋࡓࢀࡽࡵ 

㸱㸬 「01「 ᖺᗘෆ新法人移行を想定࡚ࡋ 「01」ࠊ」01」 ᖺᗘࡢ㸰ᖺ間を代議員ࡢ任期࡚ࡋいࠊࡀࡓ先ࡢ
認定委員会承認ࡀ昨ᖺ 1「 ᭶ࠊࡵࡓࡓࡗ࡞代議員ࡢ任期ࡀ残ࡾ約 」ヶ᭶࡞ࡋくࠋࡓࡗ࡞ 

㸲㸬 ࡢࡇ 6ヶ᭶ෆ総会を㸰回開くࡢࡵࡓ労ⱞࠊ経費増大ุࡢ断ࡶあࠊ࡚ࡗ昨ᖺ 1「 ᭶ 「「 日ࡢ代議
員集会࡛ࠊձ「01」 ᖺᗘෆࡢ臨時総会ࡣ開催014」ࠊࡎࡏ ᖺᗘࡽ新法人移行ࡿࡍ ղ現行代議
員ࡣ想定ࡓࡋ㸰ᖺ任期満了わ014」ࠊࡎࡽ ᖺᗘ役員改選࡛⥅⥆࡚ࡋ代議員を担࡚ࡗいくࡇ
 ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋを了解

㸳㸬 014」ࠊࡵࡓࡢࡑ ᖺᗘ代議員改選限࡚ࡗୗ記通ࡾ代議員選挙関ࡿࡍ規則を定ࠋࡿࡵ 
  

「014 ᖺᗘ代議員選挙関ࡿࡍ規則 

㸦目的㸧  
第 1 条 ࡢࡇ規則014」ࠊࡣ ᖺᗘ各地区ࢁうあ団体通常総会࡛行う代議員選挙ࡘい࡚必要࡞事㡯を

暫定࡚ࡋ定ࠋࡿࡵ 
㸦効力㸧  
第㸰条 ࡢࡇ規則ࡢ効力ࠊࡣ当会組織規則第㸳条࡛定ࡿࡵブロック࡛開催ࡿࡍ 「014 ᖺᗘ各地区ࢁう

あ団体通常総会࡛行う選挙࡚ࡗࡼ地域代議員及び執行代議員ࡀ選任さࠋࡿࡍ࡛ࡲࡿࢀ 
㸦代議員選挙㸧  
第㸱条 代議員選挙ࠊࡣ前条࡛定ࡿࡵ 「014 ᖺᗘ各地区聴力障害者協会通常総会࡛実施ࠋࡿࡍ 
㸦代議員候補者㸧  
第㸲条 前条ࡢ代議員選挙あࡢࡇࠊ࡚ࡗࡓ立候補者ࡣ 「01「 ᖺᗘࡽ 「01」 ᖺᗘࡢ間協会ࡢ法人

ྡ称࡛あࠕࡿ社団法人ࠖࠕࡀ公益社団法人ࠖ移行ࡓࡋ場合備え࡚選出さࡓࢀ地域代議
員及び執行代議員を候補者࡚ࡋあ࡚ࠋࡿ 

。選挙)  
第㸳条 選挙方法ࠊ࡚ࡋ前条候補者ࡣ投票を行࡞わࠊࡎḟ期地域代議員及び執行代議員࡚ࡋ選

任ࠋࡿࡍ但ࡋ大阪府各ブロック代表ࡣ選挙࡛新ࡓ選出ࠋࡿࡍ 
。Ḟ員)  
第㸴条 第㸲条候補者ࡢ人数ࠊࡀ各ブロック代議員定数満࡞ࡓい場合ࠊ補Ḟ選挙を行うࠋ 

補Ḟ選挙ࠊࡣ公益社団法人大阪聴力障害者協会選挙関ࡿࡍ規則ࡾࡼ事前立候補者を募
 ࠋࡿࡍ通常総会࡛選挙を行い補充ࡢ第㸱条ࠊࡾ

  
附則 ࡢࡇ規則定ࡢࡶࡿࡵほࠊ必要࡞事㡯ࡣ公益社団法人大阪聴力障害者協会選挙関ࡿࡍ規

則ࠋࡿࡼ 
ࡣ規則ࡢࡇ  「014 ᖺ㸰᭶ 「6 日文書評議員会承認を経࡚施行ࠋࡿࡍ 
ࡣ規則ࡢࡇ  「014 ᖺᗘ通常総会を経࡚最初開催ࡿࡍ理事会࡛廃Ṇ手⥆ࡁをࠋࡿࡍ 

 

 


